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福島市請負工事監督要綱 
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(設計図書の変更) 

第１５条 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

（第７項削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 監督員は、請負金額及び工期等に変更がない場

合において、現場の納まり、取付け位置又は施工

方法を多少変える程度のもので、軽微なものと認

められるときは、監督員の判断により変更するこ

とができる。この場合において、監督員は、それ

らの内容及び状況を、遅滞なく担当課長等に報告

するとともに、確認を受けなければならない。 

(設計図書の変更) 

第１５条 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 監督員は、約締結後に約款第１８条又は第１９

条の規定により、次の各号に掲げる内容に変更が

生じたときは、契約変更締結後７日以内(ただし、

行政機関の休日に関する法律第１条に規定する行

政機関の休日を除く。)に、その内容を工事内容（変

更）報告書(様式第１１号)により検査員へ報告し

なければならない。 

 (１) 請負金額 

 (２) 契約工期 

 (３) 監督員 

 (４) 請負金額の増減により請負金額が５００万

円以上又は５００万円未満になった場合 

８ 前項の規定にかかわらず、請負金額及び工期等

に変更がない場合において、現場の納まり、取付

け位置又は施工方法を多少変える程度のもので、

軽微なものと認められるときは、監督員の判断に

より変更することができる。この場合において、

監督員は、それらの内容及び状況を、遅滞なく担

当課長等に報告するとともに、確認を受けなけれ

ばならない。 

 

(損害発生の確認及び報告) 

第１８条 監督員は、約款第３２条に規定する工事

目的物の引渡し前に、当該工事目的物若しくは工

事材料その他の工事の施工に関し、受注者から損

害の発生についての報告を受けた場合は、直ちに

受注者に事故等発生報告書(様式第１１号)を提出

させ、その原因、損害の状況等を確認のうえ、担

当課長等に報告し、その指示を受けなければなら

ない。また、必要に応じて、受注者に対し、二次

災害防止の措置を求めるものとする。 

２ 

３ 

４ 担当課長等は、福島市競争入札参加停止等取扱

(損害発生の確認及び報告) 

第１８条 監督員は、約款第３２条に規定する工事

目的物の引渡し前に、当該工事目的物若しくは工

事材料その他の工事の施工に関し、受注者から損

害の発生についての報告を受けた場合は、直ちに

受注者に事故等発生報告書(様式第１２号)を提出

させ、その原因、損害の状況等を確認のうえ、担

当課長等に報告し、その指示を受けなければなら

ない。また、必要に応じて、受注者に対し、二次

災害防止の措置を求めるものとする。 

２ 

３ 

４ 担当課長等は、福島市競争入札参加停止等取扱



要綱(平成１１年４月１日制定)の規定により、次

の各号に該当する事実、又はその疑いがある場合

については、監督員にその事実を確認させ、必要

書類を整理のうえ、事故等報告書(様式第１２号)

により、速やかに契約検査課長へ報告しなければ

ならない。 

要綱(平成１１年４月１日制定)の規定により、次

の各号に該当する事実、又はその疑いがある場合

については、監督員にその事実を確認させ、必要

書類を整理のうえ、事故等報告書(様式第１３号)

により、速やかに契約検査課長へ報告しなければ

ならない。 

 

(部分使用及び部分検査) 

第２２条 監督員は、約款第３４条第１項の規定に

基づき、工事目的物の全部又は一部を引渡し前に

部分使用を行う必要があるときは、受注者から部

分使用承諾書(様式第１３号)により部分使用に係

る承諾を得なければならない。 

(部分使用及び部分検査) 

第２２条 監督員は、約款第３４条第１項の規定に

基づき、工事目的物の全部又は一部を引渡し前に

部分使用を行う必要があるときは、受注者から部

分使用承諾書(様式第１４号)により部分使用に係

る承諾を得なければならない。 

 

(部分払及び既済部分検査、特別検査) 

第２３条 監督員は、規則第１５７条及び約款第３

８条第２項の規定に基づき、受注者から既済部分

検査請求書(様式第１４号)により出来高に対する

部分払の請求があったとき、又は規則第１６１条

及び約款第４４条、第４５条若しくは第４８条、

第４９条の規定により契約を解除し、約款第５１

条第１項の規定による部分払をするときは、設計

図書と出来形部分等を確認のうえ、当該請求に係

る出来高の調書を作成し、速やかに検査を依頼す

るものとする。 

 

(部分払及び既済部分検査、特別検査) 

第２３条 監督員は、規則第１５７条及び約款第３

８条第２項の規定に基づき、受注者から既済部分

検査請求書(様式第１５号)により出来高に対する

部分払の請求があったとき、又は規則第１６１条

及び約款第４４条、第４５条若しくは第５８条第

１項の規定により契約を解除し、約款第４９条第

１項の規定による部分払をするときは、設計図書

と出来形部分等を確認のうえ、当該請求に係る出

来高の調書を作成し、速やかに検査を依頼するも

のとする。 

(竣工検査) 

第２５条 

２ 

３ 監督員は、前２項の規定による完成の確認検査

を実施したときは、下検査記録書(様式第１５号)

を作成し、その結果を担当課長等に報告しなけれ

ばならない。 

４ 監督員は、第１項並びに第２項の確認を完了し、

受注者から約款第３２条第１項の規定に基づく工

事完成通知書(様式第１６号)の提出があったとき

は、第２項の下検査の結果が合格と認められ、か

つ、次の各号に示す要件をすべて満たしているこ

とを確認のうえ、同通知書及び第２０条第２項に

示す工事の完成を確認するための図書、資料、記

録等を精査し、竣工検査前チェックリスト(様式第

１７号)を添えて、速やかに検査を依頼するものと

する。 

(竣工検査) 

第２５条 

２ 

３ 監督員は、前２項の規定による完成の確認検査

を実施したときは、下検査記録書(様式第１６号)

を作成し、その結果を担当課長等に報告しなけれ

ばならない。 

４ 監督員は、第１項並びに第２項の確認を完了し、

受注者から約款第３２条第１項の規定に基づく工

事完成通知書(様式第１７号)の提出があったとき

は、第２項の下検査の結果が合格と認められ、か

つ、次の各号に示す要件をすべて満たしているこ

とを確認のうえ、同通知書及び第２０条第２項に

示す工事の完成を確認するための図書、資料、記

録等を精査し、竣工検査前チェックリスト(様式第

１８号)を添えて、速やかに検査を依頼するものと

する。 

 



(工事目的物の引渡し) 

第２９条 監督員は、当該工事の竣工又は一部竣工

に合格した後に、受注者が工事完成引渡し書(様式

第１８号)により、工事目的物の引渡しを申し出た

ときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けな

ければならない。 

(工事目的物の引渡し) 

第２９条 監督員は、当該工事の竣工又は一部竣工

に合格した後に、受注者が工事完成引渡し書(様式

第１９号)により、工事目的物の引渡しを申し出た

ときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けな

ければならない。 

 

(適用除外) 

第３２条 

２ 

３ 

（第４項削除） 

 

 

 

 

 

 

４ 各担当部局等において、特別な事由があると認

めるときは、各担当部局において監督の実施に必

要な事項を定めることができる。 

(適用除外) 

第３２条 

２ 

３ 

４ 監督員は、第２項に規定する緊急工事の契約を

締結したときは、契約締結後７日以内(ただし、行

政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政

機関の休日を除く。)に、その内容を工事内容(変

更)報告書（様式第１１号）により検査員へ報告し

なければならない。ただし、請負金額が５００万

円未満の工事については除く。 

５ 各担当部局等において、特別な事由があると認

めるときは、各担当部局において監督の実施に必

要な事項を定めることができる。 

 

附則 

 この要綱は、令和３年１月２９日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年５月６日から施行する。 

 

附則 

 この要綱は、令和３年１月２９日から施行する。 

  



 
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

（様式廃止） 

 
  

  



  

  

  



  
  

  



  

  

  



  
  

  
   


